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令和８年４月 

岩手県商工労働観光部ものづくり自動車産業振興室 

  



 この「業務仕様書」（以下「仕様書」という。）は、岩手県（以下「県」という。）が実施す

る「デジタル技術活用人材育成事業業務」（以下「本業務」という。）に係る委託候補者の選

定に関して、県が契約する事業者（以下「受託者」という。）に要求する本業務の概要や仕様

を明らかにし、企画競争（プロポーザル）に参加しようとする者の提案に具体的な指針を示

すものである。 

 

１ 業務名                                      

  令和８年度デジタル技術活用人材育成事業業務 一式 

 

２ 委託期間                                     

  契約日から令和９年１月 31 日まで 

 

３ 目的                                       

  ものづくり産業の生産性・付加価値向上を進めるため、デジタル化に取り組む中小企業

やデジタル化を支える IT 企業において、デジタル技術の活用推進に資する人材の育成を図

るため。 

 

５ 委託内容                                     

(1) 人材育成研修の実施 

県内ものづくり企業・ＩＴ企業（以下、「ものづくり企業等」という。）の従業員やも

のづくり企業等への就職を希望する求職者を対象に、ものづくり企業の業務改善・効率

化に役立つデジタル技術の利活用に資する人材育成研修を実施すること。 

  ア デジタル活用基礎研修 

・ デジタル技術を利活用するための基礎的知識（基本用語、ツール、導入事例等）

習得が可能な研修を前編・後編の２回開催すること。 

・ 各回とも、求職者を含めた受講者数の目標を 15 人以上として効果的な参加者募集

に努めること。 

  イ デジタル活用実践研修 

・ 従来よりも容易かつ短期間でアプリ開発やデータ分析が行え、業務改善・効率化

に役立つデジタル技術の具体的使用方法に係る研修を前編・後編の２回開催するこ

と。 

・ 各回とも、求職者を含めた受講者数の目標を 15 人以上として効果的な参加者募集

に努めること。 

 (2) 留意事項 

・ 受講者について、所属（企業名）、氏名、連絡先を記載した参加者名簿を作成し県に

提出すること。 

・ 研修に従業員を派遣した企業及び研修に参加した求職者に対しては、後日県が実施

するアンケート調査への協力を依頼すること。 

・ 研修に従業員を派遣した企業に対しては研修受講を契機とした従業員の処遇改善

を、研修に参加した求職者に対しては積極的な求職活動の実施を求めること。 

 



６ 契約に関する条件                                 

⑴ 再委託等の制限 

 ア 受託者は、本業務の全部又は本業務の企画若しくは制作等のうち監理業務部分を 一

括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

 イ 受託者は、監理業務を除く本業務の一部を第三者に委託することができるが、事前に

県に対し書面にて、再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対す

る監理方法等必要事項を協議しなければならない。また、受託者が委託する第三者につ

いても、「企画提案実施要領」中、「３ プロポーザル参加者の資格に関する事項」に定

める参加資格の要件(2)から(8)に準じること。 

(2) 再委託の相手方 

  受託者は、(1)イにより本業務の一部を第三者に委託する場合には、当該委託の相手

方を岩手県内に主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めるとともに、可能な

限り、障がい者の雇用又は社会参加が図られるよう、配慮するものとする。 

(3) 業務履行に係る関係人に関する措置要求 

 ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その

理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

 イ 県は、(1)イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適当と

認められるものがあるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要

な措置をとるよう請求することができる。 

 ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要

な措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に県に対して書面で通知し

なければならない。 

(4) 権利の帰属等 

  本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権

等に関しては、委託料の支払が完了したときをもって受託者から県に移転することとす

る。 

(5) 機密の保持 

   受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三

者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。 

(6) 個人情報の保護 

   受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関す

る法律（平成 15 年法律第 57号）及び別記「個人情報取扱特記事項」記載した事項につ

いて遵守しなければならない。 

 

７ その他                                      

⑴ 本事業は、国の補助金を活用して実施することから、会計検査院による実地検査の対

象となること。 

⑵ 本業務の執行に当たっては、随時、県と協議を行うこと。 

⑶ この仕様書に記載のない事項については、県と受託者で協議のうえ、取扱等を決定す

るものとする。 

 



 

別 記 

個人情報取扱特記事項 

 （基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂

行（以下単に「業務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよ

う、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についても

また、同様に適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後におい

ても、同様とする。 

 （個人情報管理責任者等） 

第３ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任

者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面により発

注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ

発注者に報告しなければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項

を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなけれ

ばならない。 

 （個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約

の目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならな

い。 

 （漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第５ 受注者は、この契約による業務を処理するため取得、作成した個人情報等又は発注者か

ら引き渡された文書等に記録された個人情報等を漏えい、漏示、毀損及び滅失（以下「漏え

い等」という。）することのないよう、当該個人情報等を安全に管理しなければならない。 

２ 受注者は、岩手県から文書等の引き渡しを受けた場合は、岩手県に受領書を提出する。 

３ 受注者は、第１項の個人情報等を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を特定し、あ

らかじめ岩手県に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするとき

も、同様とする。岩手県は、必要に応じて作業場所の現況を確認するものとする。 

４ 受注者は、岩手県が承諾した場合を除き、第１項の個人情報等を作業場所から持ち出して

はならない。 

５ 受注者は、第１項の個人情報等を運搬する場合は、その方法（以下「運搬方法」という。）

を特定し、あらかじめ岩手県に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しよ

うとするときも、同様とする。 

６ 受注者は、第１項の個人情報等について郵便等発送、電子メールその他アプリケーション



の利用等により外部に送付する場合は、その方法（以下「送付方法」という。）を特定し、あ

らかじめ岩手県に届け出なければならない。その特定した送付方法を変更しようとするとき

も、同様とする。 

７ 受注者は、従事者をして前項に基づき届け出た送付方法により第１項の個人情報等を送付

させる場合は、次の各号を遵守させなければならない。 

(１) 送付先及び送付物に誤りがないか確認すること。 

(２) 送付先の情報及び送付内容が第三者に知られないようにすること。 

(３) 送付物の内容により適切な送付方法を選択すること。 

(４) 第１号及び第２号について従事者による送付の都度複数人により確認すること及び上

記第３号について責任者が了解していること。その他責任者が指示した安全対策を講じる

こと。 

８ 受注者は、第１項の個人情報等を秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところに

より管理しなければならない。 

(１) 個人情報等は、金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しな

ければならない。 

(２) 個人情報等を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等

以上の保護措置をとらなければならない。 

※ 受注者は、第１項の個人情報等についてインターネット上で提供されるクラウドサービ

ス等を活用して取得又は保存等を行う場合、当該サービスのセキュリティ対策等の信頼性

が十分であることを評価した上で選定し、利用方法をあらかじめ岩手県に届け出なければ

ならない。その利用を変更しようとするときも、同様とする。 

※ 個人情報等を電子データで保管する場合、当該データが記録された外部記録媒体及びそ

のバックアップの保管状況及び個人情報等の正確性について、定期的に点検しなければなら

ない。  

※ 個人情報等を管理するための台帳を整備し、個人情報等の受け渡し、利用、複写又は複製、

保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。 

 （教育の実施） 

第６ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教

育及び研修を実施しなければならない。 

 (１) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。 

 (２) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項 

 （資料の返還等） 

第７ 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自らが取得し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後（※使用する必要がなくなった

場合は、）直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示した

ときは、当該方法によるものとする。 

 （複写又は複製の禁止） 

第８ 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等

について、発注者の書面による承諾なしに複写又は複製をしてはならない。 

 （再委託の承諾） 



第９ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面に

より承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業

務を更に委託する場合も同様とする。 

２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再

委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼

性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着

手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合において、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと

もに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法につ

いて具体的に定めなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、

発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第 10 受注者は、本委託業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持

義務等、個人情報等の取扱いに関する事項を明記し、この契約に基づく一切の義務を遵守さ

せなければならない。 

２ 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場

合は、正社員以外の労働者に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

３ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任

を負うものとする。 

 （実地調査） 

第 11 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時

実地に調査することができる。 

 （指示、報告等） 

第 12 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注

者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることがで

きる。 

 （事故発生時の対応） 

第 13 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生

に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内

容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなけれ

ばならない。 

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事

故に関する情報を公表することができる。 

 

 

 


